
新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

■追加接種（３回⽬接種）を順次実施しています
◆対象となる方には、接種券(予診票)を順次発送しています。現在、｢令和3年10月にワクチン

2回目接種をした方」までお届けしています。

◆接種券が届きましたら、「予約⽅法」や「接種を受ける場所」、「予約開始⽇」などの確認

をお願いします。接種当日は密を避けるため、時間厳守で会場(医療機関)にお越しください。

◆3回目のワクチン接種可能日は、2回⽬接種から6か⽉経過した⽇以降です。

◆2回目接種後に坂東市へ転入してきた方などは、接種券発⾏申請が必要となりますので、

お問い合わせください。
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■茨城県⼤規模接種「つくば会場」での接種も可能です
県が運営する大規模接種について、これまで市民の方が接種を受

けていた古河会場に加え、つくば会場での接種も可能となりました。

◆3月分予約枠

古河会場 つくば会場
古河市生涯学習センター総和 産業技術総合研究所

と こ ろ
「とねミドリ館」〈古河市前林1953-1〉 〈つくば市東1-1-1〉

開 設 日 毎日（月曜～日曜）
午後3時～、午後4時～、午後5時～、

接種時間
午後6時～、午後7時～

午前10時～、午前10時30分～

坂東市予約枠 各接種時間10人 各接種時間5人
2回目接種の完了から6か月を経過した18歳以上の坂東市民の方で、

接種対象者
3回目の接種券が届いている方

使用ワクチン 武田／モデルナ社製
市ホームページに掲載している「いばらき電子
申請・届出サービス」から予約をお願いします。

予約方法 ※電話や「坂東市の新型コロナワクチン接種予約サイト」

から予約をすることはできません。インターネットが

使えない方は、お問い合わせください。

問合せ 新型コロナワクチン対策室 50297-21-7111

古河会場 つくば会場

まん延防⽌等重点
措置適⽤中

現在、茨城県は国の「まん延防⽌等重点措置」の実施区域です。
「基本的な感染症対策の徹底」「同⼀テーブルでの会⾷は4⼈まで（乳幼児や介助者等は除く）」
「感染リスクの⾼い場所への外出・移動の⾃粛」をお願いします。 ※2⽉21⽇時点の情報です。〜3⽉6⽇(⽇)



新型コロナウイルスワクチン接種
5〜11歳のお⼦様も接種が受けられます
3月上旬から、小児(5～11歳)を対象としたワクチン接種を開始します。対象となるお子

様に接種券(予診票)を順次発送しますので、接種券が届きましたら、確認をお願いします。

接種の対象は坂東市に住⺠登録のある5〜11歳の⽅です
特に、慢性呼吸器疾患、先天性心疾患など、重症化リスクの高い基礎疾患※のあるお子様は接種を

おすすめしています。接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医などとよく相談してください。

※日本小児科学会では、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い疾患の一覧など

を公表しています。「日本小児科学会『新型コロナウイルス関連情報』」はこちらからÌ

基礎疾患のあるお⼦様から申請により優先的に予約受付を開始します
その後、年齢の高い順に（11歳から）、予約受付を開始します。

接種するワクチンはファイザー社の5〜11歳⽤のワクチンです
子ども用のワクチンとして、ファイザー社の12歳以上のものに比べ、有効成分が1/3に

なっています。通常、3週間の間隔をあけて、合計2回接種します。

接種費⽤は無料（全額公費）です
公的接種として無料(全額公費)で接種を行う期間は、令和4年9月30日までの予定です。

問合せ 新型コロナワクチン対策室 50297-21-7111

※掲載している情報は、2月21日時点のものです。

お知らせ版 令和4年3月3日号
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代表 5 0297-35-2121／0280-88-0111

窓口業務時間：午前8時30分～午後5時15分（土曜･日曜･祝日を除く）

◆ワクチン接種は強制ではありません
接種を受けない方には、病気やアレルギーにより接種を受けられない方がいるなど、さまざま

な理由があり、その一つひとつが尊重されるべきものです。ワクチンを受けている、受けていな

いといった理由で周りの人を悪く言ったり、いじめたりすることは、絶対にあってはなりません。

◆ワクチン接種後の症状
注射した部分の痛みが一番多く現れます。ワクチンを受けた後の症状は、ほとんどが軽度また

は中等度であり、現時点で得られている情報からは、安全性に重大な懸念は認められないと判断

されています。

■数⽇以内に起こることがある症状
症状が出た⼈の割合 症状

50％以上 注射した部分の痛み、疲れた感じ
10〜50％ 頭痛、注射した部分の⾚み・はれ、筋⾁痛、寒気
1〜10％ 下痢、発熱、関節痛、嘔吐

◆若い男⼦ほど接種後に⼼筋炎を発症しやすいと聞くが、⼦どもについては？
米国では、12～17歳男子に比べ5～11歳男子の方が、心筋炎が報告される割合が低いとされて

います。ごくまれですが、海外では子どもでも軽症の心筋炎を発症した例が報告されています。

ワクチン接種後4日程度の間にお子様に胸の痛み、動悸、息切れ、むくみなどの症状がみられた

場合は、速やかに医療機関を受診して、ワクチンを受けたことを伝えてください。

なお、心筋炎と診断された場合は、一般的には入院が必要となりますが、多くは安静によって

自然回復します。
出典：厚生労働省資料

小児接種

市ホームページ

新型コロナウイルス感染症 自宅療養者への食料品・日用品支援を3月7日(月)まで延長します

対象は新型コロナの陽性者と診断され、自宅療養をしている市民です。費用は無料です。

★右ページへ
続く



新型コロナウイルス感染症に関する⽀援のご案内
―飲⾷店・中⼩法⼈・個⼈事業主等向け―

飲⾷店に対する営業時間短縮要請協⼒⾦
県では、1月27日から実施された「まん延防止等重点措置の適用にともなう営業時間短縮要請」

にご協力いただいた事業者の皆さんに、協力金を支給します。詳細についてはお問い合わせい

ただくか、ホームページをご覧ください。

対 象 県内すべての飲食店

（食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者）

内 容 要請期間の当初に①②のいずれかを店舗ごとに選択

①午後8時以降午前5時までの営業自粛・酒類提供の終日停止（持ち込み含む）

②午後9時以降午前5時までの営業自粛（酒提供可）

協力金（1店舗1日あたりの支給額）

時短後の営業時間等

通常の営業終了時間 ～20時まで＋ ～21時まで＋ 備 考

酒提供なし① 酒提供あり②
休業

21時超
◎ 〇 ◎

◎または〇のいずれ

(例：22時閉店) かを店舗ごとに選択

20時超～21時
◎ × ◎

◎のいずれかを店舗

(例：20：30閉店、21時閉店) ごとに選択

20時以前
× × ×

(例：20時閉店、19時閉店)

◎3万円～10万円(売上高に応じて算定) 〇2.5万円～7.5万円(売上高に応じて算定) ×支給対象外

※期間中は、当初に選択した内容を継続してください。1日でも〇の営業を行った場合には、協力金額は

2.5万円～7.5万円で算定します。大企業も対象です（算定式は別途）。

申請方法 電子申請または郵送で申請をお願いします。

申請期限 4月30日(土)

問合せ 茨城県営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口

5029-301-5393〈土曜･日曜･祝日を除く午前9時～午後5時〉

事業復活⽀援⾦（中⼩法⼈・個⼈事業者向け）
国では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売り上げが減少した事業者に、事業の

継続・回復のための支援金を支給します。申請方法等、詳細についてはお問い合わせいただ

くか、ホームページをご覧ください。

対 象 次のすべての要件を満たす中小法人・個人事業者

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

②令和 3年11月～令和4年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、

平成30年11月～令和3年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して

「50％以上」または「30％以上50％未満」減少した事業者

給付額 中小法人等：上限最大250万円 個人事業者等：上限最大50万円

申請期限 5月31日(火)

問合せ 事業復活支援金事務局相談窓口

50120-789-140〈午前8時30分～午後7時〉

お知らせ版 令和4年3月3日号
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給付額 ＝
基準期間の売上⾼

−
対象⽉の売上⾼

× 5(売上⾼の⽐較に⽤いた年の
11⽉〜3⽉の売上⾼合計)

(令和3年11⽉〜令和4年3⽉の
いずれかの⽉の売上⾼)

県ホームページ 電子申請

市では陽性者等について把握していないため、電話での申込みをお願いします。

《申込・問合せ》健康づくり推進課 50297-35-3121〈土曜･日曜･祝日を除く午前9時～午後5時〉

★左ページから
続く



お知らせ版 令和4年3月3日号
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代表 5 0297-35-2121／0280-88-0111

窓口業務時間：午前8時30分～午後5時15分（土曜･日曜･祝日を除く）

市では、児童生徒の保護者が経済的な理由で給食費・学用品費・修学旅行費などの負

担が困難な場合、その一部を援助します。

就学援助制度については、新入学用品費の入学前支給も行っています。

申請について

申請は随時受け付けていますが、申請した月の分から支給となりますので、令和4年

4月分からの支給を希望される方は、4月中の申請をお願いします。

また、毎年申請が必要となりますので、忘れずに申請をお願いします。

申請方法

■初めて申請する方

印鑑をお持ちのうえ、学校教育課で申請書（兼同意書・委任状）を記入してください。

■現在認定されている方

申請書を郵送しましたので、学校または学校教育課へ提出してください。

※申請をすると、住民基本台帳や市民税課税台帳の閲覧など家庭や所得に関する各種の調査を行い

ます。所得申告をしていないと認定できない場合がありますので、必ず申告をお願いします。

支給回数

学用品費・通学用品費等 年2回（7月･3月）

学校給食費 年3回（7月･12月･3月）

※特別支援教育就学奨励費は、所得区分により支給される費目と金額が決定します。

支給方法

学校を通じて支給します。年度途中で認定された場合、学用品費・通学用品費・学校

給食費等は月割支給となります。

申請・問合せ 学校教育課 50297-21-2202

就学援助制度

対象者

市内に住所があり、小･中学校に

在籍する児童生徒の保護者で、生

活保護や児童扶養手当を受給して

いる方、または生活保護に準ずる

所得で、教育委員会が認定した方

特別⽀援教育
就学奨励費
対象者

市内に住所があり、小･中学校の特

別支援学級等に在籍する児童生徒の

保護者で、教育委員会が認定した方

※就学援助制度に該当する場合は、
就学援助制度の認定が優先されます。

3月21日(月)〈春分の日〉のごみ収集 可燃ごみの収集日となっている地区に限り、

通常の収集を行います。 《問合せ》生活環境課 50297-21-2189



お知らせ版 令和4年3月3日号
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農地の賃借料情報をお知らせします

農地法に基づき、市農業委員会から｢坂東市の農地賃借料情報｣を提供します。令和3年

1月から12月までに締結された農地賃借料は、次の表のとおりです。

１ 田の賃借料 （10a当たり）

地域 平均額(円) 最高額(円) 最低額(円) データ数(筆数)

岩井地域 14,100 20,400 7,000 73

猿島地域 14,300 18,200 11,600 8

(参考)坂東市平均 14,200 81

２ 畑の賃借料 （10a当たり）

地域 平均額(円) 最高額(円) 最低額(円) データ数(筆数)

岩井地域 9,600 15,600 5,000 172

猿島地域 10,300 16,600 5,100 26

(参考)坂東市平均 9,600 198

※賃借料が物納支給(水稲)の場合は、１俵(60kg)当たり10,200円に換算しています。

■農地賃借料情報とは

平成21年の農地法改正によって廃止された「標準小作料制度」に代わり、地域における

賃借料を決定する際の参考として、農業委員会が提供するものです。

なお、賃借料情報は目安ですので、地域の特性等を十分考慮し、当事者間の話し合いに

よる決定をお願いします。

問合せ 農業委員会事務局 50297-21-2206

市では、市内2か所に市民農園を設け、貸し出しを行っています。緑あふれる空間

で、野菜や草花づくりを体験してみませんか。空き区画の確認や農場の見学をご希

望の方は、お気軽にお問い合わせください。

■中ノ台市民農園 ■ふれあい農園

〈山2177-110〉 〈辺田1237-3〉

面積30㎡の区画 面積40㎡の区画

使用料:3,300円／年 使用料:5,500円／年

面積60㎡の区画

使用料:5,500円／年

利用期間 令和4年4月1日～令和5年3月31日(年度更新)

応募資格 農業者以外で野菜・草花等の栽培に意欲のある方

（「ふれあい農園」は市内在住の方に限ります。）

申込・問合せ 農業政策課 50297-21-2194

坂東市LINE公式アカウントでも情報発信中 LINEアプリで｢友だち登録｣をすることで、

お知らせを受け取ることができます。登録はID検索「@bando-city」またはこちらからÌ



令和3年分確定申告につ

いて、新型コロナウイルス

感染症の影響で期限内の申

告等が困難な場合、4月15

日(金)までの間、簡易な方

法により申告・納付等の期

限の延長を申請することが

できます。

詳細については国税庁ホ

ームページをご覧いただく

か、お問い合わせください。

簡易な方法とは？

期限後に申告が可能とな

った時点で、申告書の余白

やe-Taxの所定の欄に「新

型コロナウイルスによる申

告・納付期限延長申請」と

いった文言を記載する方法

です。別途「延長申請書」

を作成して提出していただ

く必要はありません。

問合せ 古河税務署

50280-32-4161

※自動音声｢２｣を選択

県では、一定の条件を満

たす場合、申請により自動

車税(種別割)を減免する制

度を設けています。減免の

要件・申請方法・期限など

詳細については、お問い合

わせください。

対象となる自動車

①心身に障がいのある方ご

自身が使用する自動車

②心身に障がいのある方の

ために生計を共にする方

などが使用する自動車

減免となる自動車の台数

普通自動車と軽自動車を

合わせて、障がいのある方

１人につき１台

問合せ
● 普通自動車税について

筑西県税事務所

収税第一課

50296-24-9190
● 軽自動車税について

市役所 課税課

50297-21-2213

お知らせ版 令和4年3月3日号
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代表 5 0297-35-2121／0280-88-0111

窓口業務時間：午前8時30分～午後5時15分（土曜･日曜･祝日を除く）

軽自動車税は４月１日現在の所有者に課税されます
廃車・名義変更をする際は税止めを忘れずに

「土浦・つくばナンバー」の軽自動車や軽二輪自動車、二輪の小型自動車を廃車・名

義変更する際は、課税を止める税申告(税止め)の手続きが必要です。

税止めの手続きを忘れると、名義変更をしたのに旧所有者に課税されてしまうなどの

トラブルが起こりますので、課税課へ申告書等の提出をお願いします。

標 識 車 種 登録・廃車・変更手続き 税止め

土浦
軽自動車

軽自動車検査協会土浦支所

・
5050-3816-3106 市役所

つくば 軽二輪自動車（126～250㏄のバイク） 土浦自動車検査登録事務所 課税課

二輪の小型自動車(251㏄以上のバイク) 5050-5540-2018

原動機付自転車（125㏄以下のバイク） 市役所課税課・

小型特殊自動車（トラクターなど） さしま窓口センター

問合せ 課税課 50297-21-2213

坂東市
岩井市
猿島町

軽⾃動⾞税の減免申請

軽自動車税の減免申請は、

納税通知書の発送後（例年

5月上旬予定）から納期限

までの期間、市役所課税課

で受け付けます。

減免申請は毎年申請が必

要となりますので、対象と

なる方は忘れずに申請をお

願いします。

3月1日(火)～7日(月)は春季全国火災予防運動 空気が乾燥する季節ですので、

火災が発生しやすくなっています。火災の多くは、ちょっとした不注意で起こります。

★右ページへ
続く



令和4年度

茨城県警察官

採用試験(第1

回)を実施しま

す。詳細につ

いては、ホームページをご

覧ください。採用や業務等

に関するご質問がありまし

たら、お気軽にお問い合わ

せください。

試験区分

警察官Ａ(男性・女性)

警察官Ｂ(男性・女性)

受験資格

①警察官Ａ（大卒程度）

平成元年4月2日以降に生

まれた方で、大学を卒業し

た方もしくは卒業見込みの

方または人事委員会がこれ

と同等と認める方

②警察官Ｂ

平成元年4月2日～平成16

年4月1日に生まれた方で、

警察官Ａの受験資格（学歴

区分）に該当しない方

第１次試験 5月8日(日)

申込方法

インターネットからお申

し込みください。

※インターネット環境の無

い方は、お問い合わせく

ださい。

申込期限 4月8日(金)

午後5時

問合せ 境警察署 警務課

50280-86-0110

＊ホームページ

「境警察署」

で検索

令和4年度、

人事院は次の

とおり国家公

務員採用試験

を行います。

詳細についてはお問い合わ

せいただくか、ホームペー

ジをご覧ください。

■総合職試験

（院卒者･大卒程度）

受付期間

3月18日(金)～4月4日(月)

第１次試験 4月24日(日)

■一般職試験（大卒程度）

受付期間

3月18日(金)～4月4日(月)

第１次試験 6月12日(日)

■一般職試験

（高卒者･社会人〈係員級〉）

受付期間

6月20日(月)～29日(水)

第１次試験 9月4日(日)

申込方法

インターネットからお申

し込みください。

問合せ 人事院関東事務局

5048-740-2006

＊ホームページ

｢国家公務員

採用｣で検索

お知らせ版 令和4年3月3日号

7

教 室 名 開 催 日 時 間 内 容 募集人数 材料費

4月 9日(土)
ガスバーナーでガラス

とんぼ玉
4月13日(水)

午後1時30分～3時30分 を溶かして、ストラッ
各12人 各回

4月16日(土)
プを作ります。

(先着順) 1,000円

4月20日(水)

参加資格 坂東市・古河市・境町・五霞町に在住または在勤の方

申込方法 3月15日(火) 午前9時から、お電話でお申し込みください。

ところ･申込･問合せ さしまクリーンセンター寺久リサイクルプラザ 50297-20-9980

人材募集・採用

野焼きは行わない、住宅用火災警報器の設置・点検をするなど、日頃から防火意識を

高め、火災の発生を防ぎましょう。《問合せ》交通防災課 50297-21-2180

★左ページから
続く
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国税局や税務署で税のスペ

シャリストとして働く国税専

門官（国家公務員）を募集し

ます。詳細についてはお問い

合わせいただくか、ホームペ

ージをご覧ください。

受験資格

①平成4年4月2日～平成13年

4月1日に生まれた方

②平成13年4月2日以降に生

まれた方で、大学を卒業

した方もしくは卒業見込

みの方または人事院がこ

れと同等と認める方

第１次試験 6月5日(日)

試験の程度 大学卒業程度

第１次試験地

群馬県高崎市､埼玉県さ

いたま市、新潟県新潟市、

長野県松本市ほか

申込方法

インターネットからお申

し込みください。インター

ネット申込みができない場

合は、希望する第1次試験

地に対応する国税局または

沖縄国税事務所に郵送また

はお持ちください。

申込期間

3月18日(金) 午前9時～

4月 4日(月)【受信有効】

※郵送・持参の場合は、

3月22日(火)までです。

問合せ 関東信越国税局

人事第二課試験係

5048-600-3111

※インターネット申込みに

関する問合せ

人事院人材局 試験課

503-3581-5311

＊ホームページ

｢国税専門官

採用｣で検索

誰かに聞いてもらうだけ

でも楽になることがありま

す。一人で悩まず、まずは

ご相談ください。

■こころの健康相談統一

ダイヤル（厚生労働省）

50570-064-556

■よりそいホットライン

（24時間対応）

50120-279-338

03-3868-3811

■まもろうよこころ

（ホームページ）

相談窓口や自殺対策の取

り組みについて紹介してい

るホームページです。

＊ホームページ

｢まもろうよ

こころ｣で検索

■SNS相談案内

（ホームページ）

LINE・チャットで相談が

できます。

＊ホームページ

｢まもろうよ

こころ SNS｣で検索

■切り絵同好会

紙を細かく切り抜き、人や

動植物、風景などの絵を描い

た、味わいのある芸術作品で

す。ぜひご覧ください。
と き

3月11日(金)～24日(木)

午前9時～午後9時

※24日は午後3時まで

ところ・問合せ

神大実分館〈月曜休館〉

50297-30-1800

令和4年3月3日発行 ■坂東市秘書広報課■

事業・講座・イベント等に参加する際は、新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力をお願いします。

また、感染拡大の状況によっては、中止・延期・休館になる場合がありますのでご了承ください。

ご相談ください
講座やイベント
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